
○
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）
（
抜
粋
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
五
十
八
条
の
二

高
等
学
校
の
専
攻
科
の
課
程
（
修
業
年
限
が
二
年
以
上
で
あ
る
こ

（
新
設
）

と
そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し

た
者
（
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
大
学
に
編
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
条

第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
七
条
第
四
項

第
七
十
条

第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
七
条
第
四
項

か
ら
第
十
七
項
ま
で
及
び
第
十
九
項
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
、
第
五

か
ら
第
十
七
項
ま
で
及
び
第
十
九
項
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
、
第
五

十
九
条
並
び
に
第
六
十
条
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
中
等
教
育
学
校
に
、
第
五

十
九
条
並
び
に
第
六
十
条
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
中
等
教
育
学
校
に
、
第
五

十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
八
条
の
二
及
び
第
六
十
一

十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
、
第
五
十
八
条
及
び
第
六
十
一
条
の
規
定
は
中
等
教

条
の
規
定
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

育
学
校
の
後
期
課
程
に
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
条

お
い
て
、
第
三
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
」
と
、
第
三

第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
」
と
、
第
三
十
一
条
中
「
前
条
第

十
一
条
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
四
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。


